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(57)【要約】
【課題】定電位電解式ガスセンサにおいて、作用電極の
異常状態を簡単且つ合理的に判定することができる異常
判定技術を提供する。
【解決手段】作用電極１０Ｗと対向電極１０Ｃと参照電
極１０Ｒとを電解質１０Ｅ中に配置し外気に接触するセ
ンサ素子１０を備え、参照電極１０Ｒに対する作用電極
１０Ｗの電位差を所定のガス検出用電位差に維持して対
向電極１０Ｃと作用電極１０Ｗとの間に流れる電流に応
じて出力されるセンサ出力に基づいて、外気中の検出対
象ガスを検出する定電位電解式ガスセンサ１００におい
て、参照電極１０Ｒの電位の変更により、参照電極１０
Ｒに対する作用電極１０Ｗの電位差をガス検出用電位差
とは異なる異常判定用電位差に変更する電位変更操作を
実行し、電位変更操作の実行に伴うセンサ出力の挙動に
基づいて、作用電極１０Ｗの異常状態を判定する異常判
定処理を実行する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　作用電極と対向電極と参照電極とを電解質中に配置し外気に接触するセンサ素子を備え
、前記参照電極に対する前記作用電極の電位差を所定のガス検出用電位差に維持して前記
対向電極と前記作用電極との間に流れる電流に応じて出力されるセンサ出力に基づいて、
外気中の検出対象ガスを検出する定電位電解式ガスセンサの異常判定方法であって、
　前記参照電極の電位の変更により、前記参照電極に対する前記作用電極の電位差を前記
ガス検出用電位差とは異なる異常判定用電位差に変更する電位変更操作を実行し、
　前記電位変更操作の実行に伴うセンサ出力の挙動に基づいて、前記作用電極の異常状態
を判定する異常判定処理を実行する定電位電解式ガスセンサの異常判定方法。
【請求項２】
　前記電位変更操作が、前記参照電極の電位を低下させる操作である請求項１に記載の定
電位電解式ガスセンサの異常判定方法。
【請求項３】
　前記ガス検出用電位差が０に設定され、
　前記電位変更操作において、前記参照電極と前記作用電極との間に０以外に設定された
前記異常判定用電位差を発生させる請求項１又は２に記載の定電位電解式ガスセンサの異
常判定方法。
【請求項４】
　前記異常判定処理として、
　前記電位変更操作の開始時の前記センサ出力の変化幅が所定の判定変化幅以下となった
場合に、前記作用電極が異常状態であると判定する第１異常判定処理と、
　前記電位変更操作の終了時後の前記センサ出力が所定の判定時間内に所定の正常範囲内
に収束しない場合に、前記作用電極が異常状態であると判定する第２異常判定処理とを実
行する請求項１～３の何れか１項に記載の定電位電解式ガスセンサの異常判定方法。
【請求項５】
　作用電極と対向電極と参照電極とを電解質中に配置し外気に接触するセンサ素子を備え
、前記参照電極に対する前記作用電極の電位差を所定のガス検出用電位差に維持して前記
対向電極と前記作用電極との間に流れる電流に応じて出力されるセンサ出力に基づいて、
外気中の検出対象ガスを検出する定電位電解式ガスセンサであって、
　前記参照電極の電位の変更により、前記参照電極に対する前記作用電極の電位差を前記
ガス検出用電位差とは異なる異常判定用電位差に変更する電位変更操作を実行する電位変
更操作部と、
　前記電位変更操作の実行に伴うセンサ出力の挙動に基づいて、前記作用電極の異常状態
を判定する異常判定処理を実行する異常判定処理部と、を備えた定電位電解式ガスセンサ
。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、外気中の一酸化炭素や硫化水素などの検出対象ガスの有無や濃度等を検出す
るための定電位電解式ガスセンサ及びその異常判定方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、外気中の一酸化炭素や硫化水素などの検出対象ガスの有無や濃度等を検出するた
めの定電位電解式ガスセンサが知られている（例えば特許文献１を参照。）。
　この種の定電位電解式ガスセンサは、作用電極と対向電極と参照電極とを電解質中に配
置し外気に接触するセンサ素子と、参照電極の電位が負帰還して、当該参照電極に対する
作用電極の電位差を所定のガス検出用電位差に維持するように出力電圧を対向電極に出力
するポテンショスタット回路と、作用電極に流れる電流に応じたセンサ出力を出力する出
力回路とを備える。
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【０００３】
　そして、外気に含まれる検出対象ガスがガス透過膜を介して作用電極に供給されること
により、参照電極に対して定電位に維持された作用電極上において検出対象ガスの酸化又
は還元反応が発生し、これにより、作用電極と対向電極との間には外気中の検出対象ガス
の濃度に比例した電解電流が流れる。その電解電流に応じて出力されるセンサ出力を分析
することにより、外気中の検出対象ガスの有無やその濃度等を検出することができる。
【０００４】
　かかる定電位電解式ガスセンサでは、センサ素子において断線や短絡や劣化等の異常状
態が発生した場合に、検出対象ガスの検出が正常に行えなくなることから、この異常状態
の有無を定期的に判定する必要がある。
　そこで、特許文献１の定電位電解式ガスセンサでは、参照電極に対して作用電極が定電
位に保たれた状態で対向電極の電位を変更し、そのときの出力回路のセンサ出力の挙動が
正常なものでない場合に、異常状態であると判定するように構成されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００５－３０９５５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　上記特許文献１の定電位電解式ガスセンサでは、対向電極や作用電極の何れかに異常が
生じている場合には、それを異常状態として判定可能であるが、作用電極のみを特定して
異常状態を判定することはできなかった。即ち、対向電極の電位を変更して対向電極の作
用電極に対する電位差を変化させた際の出力回路のセンサ出力の挙動は、作用電極と参照
電極との間に流れる電流値を示すものであることから、作用電極が正常であったとしても
、対向電極に異常が生じている場合には、そのセンサ出力の挙動が異常なものとなり、異
常状態として判定することになる。
【０００７】
　この実情に鑑み、本発明の主たる課題は、定電位電解式ガスセンサにおいて、作用電極
の異常状態を簡単且つ合理的に判定することができる異常判定技術を提供する点にある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明の第１特徴構成は、作用電極と対向電極と参照電極とを電解質中に配置し外気に
接触するセンサ素子を備え、前記参照電極に対する前記作用電極の電位差を所定のガス検
出用電位差に維持して前記対向電極と前記作用電極との間に流れる電流に応じて出力され
るセンサ出力に基づいて、外気中の検出対象ガスを検出する定電位電解式ガスセンサの異
常判定方法であって、
　前記参照電極の電位の変更により、前記参照電極に対する前記作用電極の電位差を前記
ガス検出用電位差とは異なる異常判定用電位差に変更する電位変更操作を実行し、
　前記電位変更操作の実行に伴うセンサ出力の挙動に基づいて、前記作用電極の異常状態
を判定する異常判定処理を実行する点にある。
【０００９】
　本構成によれば、上記電位変更操作により、参照電極の電位が変更されることにより、
作用電極の参照電極に対する電位差がガス検出時のガス検出用電位差からそれとは異なる
異常判定用電位差に変更される。すると、正常状態の作用電極ではその電位差の変更に応
じて正常な電流値の変化が生じるが、断線や短絡や劣化などが生じている異常状態の作用
電極ではその電流値の変化が正常なものとは乖離した異常なものとなる。よって、この電
位変更操作に併せて上記異常判定処理が実行されることで、上述のような作用電極の異常
な電流値の変化をセンサ出力の挙動として捉えるという簡単且つ合理的な方法により、作
用電極の異常状態が判定されることになる。
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　従って、本発明により、定電位電解式ガスセンサにおいて、作用電極の異常状態を簡単
且つ合理的に判定することができる異常判定方法を実現することができる。
【００１０】
　本発明の第２特徴構成は、前記電位変更操作が、前記参照電極の電位を低下させる操作
である点にある。
【００１１】
　本構成によれば、上記電位変更操作において参照電極の電位を低下させるので、当該電
位を上昇させるための別の電源等を準備する必要がないという簡単な構成により、参照電
極に対する作用電極の電位差をガス検出用電位差から異常判定用電位差に変更することが
できる。
【００１２】
　本発明の第３特徴構成は、前記ガス検出用電位差が０に設定され、
　前記電位変更操作において、前記参照電極と前記作用電極との間に０以外に設定された
前記異常判定用電位差を発生させる点にある。
【００１３】
　本構成によれば、参照電極と作用電極との間のガス検出用電位差が０に設定されている
場合には、上記電位変更操作において参照電極と作用電極との間に０以外の異常判定用電
位差を発生させるという簡単な構成により、作用電極の参照電極に対する電位差を変更す
ることができる。
【００１４】
　本発明の第４特徴構成は、前記異常判定処理として、
　前記電位変更操作の開始時の前記センサ出力の変化幅が所定の判定変化幅以下となった
場合に、前記作用電極が異常状態であると判定する第１異常判定処理と、
　前記電位変更操作の終了時後の前記センサ出力が所定の判定時間内に所定の正常範囲内
に収束しない場合に、前記作用電極が異常状態であると判定する第２異常判定処理とを実
行する点にある。
【００１５】
　本構成によれば、上記電位変更操作を開始して作用電極の参照電極に対する電位差を上
記ガス検出用電位差から上記異常判定用電位差に変更した場合に、その操作の開始時にお
ける作用電極からのセンサ出力の変化幅が上記判定変化幅以下となった場合には、上記第
１異常判定処理により、作用電極において電位差の変更に応じた電流値の変化を阻害する
断線や短絡の異常要因が生じていると判断できる。よって、第１異常判定処理により、そ
のような状態を作用電極の異常状態として判定することができる。
【００１６】
　更に、上記電位変更操作を終了して作用電極の参照電極に対する電位差を異常判定用電
位差からガス検出用電位差に復帰させた場合に、その操作の終了時後におけるセンサ出力
が判定時間内に上記正常範囲内に収束しない場合には、上記第２異常判定処理により、作
用電極において電位差の復帰に応じた電流値の復帰（正常範囲内への収束）を阻害する劣
化の異常要因が生じていると判断できる。よって、第２異常判定処理により、そのような
状態を作用電極の異常状態として判定することができる。
【００１７】
　そして、これら第１異常判定処理と第２異常判定処理とを組み合わせれば、電位変更操
作の開始時と電位変更操作の終了時の２つの時点において作用電極の異常状態を判定する
ことができるので、異常判定処理による異常状態の判定精度を高め、センサ素子の信頼性
を向上することができる。
【００１８】
　本発明の第５特徴構成は、作用電極と対向電極と参照電極とを電解質中に配置し外気に
接触するセンサ素子を備え、前記参照電極に対する前記作用電極の電位差を所定のガス検
出用電位差に維持して前記対向電極と前記作用電極との間に流れる電流に応じて出力され
るセンサ出力に基づいて、外気中の検出対象ガスを検出する定電位電解式ガスセンサであ
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って、
　前記参照電極の電位の変更により、前記参照電極に対する前記作用電極の電位差を前記
ガス検出用電位差とは異なる異常判定用電位差に変更する電位変更操作を実行する電位変
更操作部と、
　前記電位変更操作の実行に伴うセンサ出力の挙動に基づいて、前記作用電極の異常状態
を判定する異常判定処理を実行する異常判定処理部と、を備えた点にある。
【００１９】
　本構成によれば、前述の第１特徴構成を有する定電位電解式ガスセンサの異常判定方法
が有する電位変更操作及び異常判定処理を実行するための電位変更操作部及び異常判定処
理部を備えているので、当該異常判定方法と同様の作用効果を奏し、作用電極の異常状態
を簡単且つ合理的に判定することができる定電位電解式ガスセンサを実現することができ
る。
【図面の簡単な説明】
【００２０】
【図１】定電位電解式ガスセンサの概略構成図
【図２】異常判定方法による状態変化を示すグラフ図
【発明を実施するための形態】
【００２１】
　本発明の実施形態について図面に基づいて説明する。
　先ず、本実施形態の定電位電解式ガスセンサ１００（以下、単に「ガスセンサ１００」
と呼ぶ。）の基本構成について、図１に基づいて説明する。尚、図１は、ガスセンサ１０
０の概略構成を示す図である。
【００２２】
　ガスセンサ１００は、外気中の一酸化炭素や硫化水素などの検出対象ガスの有無やその
濃度等を検出するように構成され、詳細については後述するが、センサ素子１０、ポテン
ショスタット回路２０、出力回路３０、並びに、所定のコンピュータプログラムを実行す
ることにより各種制御や演算等を行うための各種処理部として機能するＣＰＵ６０等を備
える。
【００２３】
　センサ素子１０は、公知の三極タイプのセンサ素子を利用しており、作用電極１０Ｗと
対向電極１０Ｃと参照電極１０Ｒとを電解質１０Ｅ中に配置し外気に接触する。
　そして、このように構成されたセンサ素子１０は、検出対象ガスの検出を行うガス検出
時には、参照電極１０Ｒに対する作用電極１０Ｗの電位差を所定のガス検出用電位差に維
持することで、検出対象ガスを検知するガス検出状態とされる。
【００２４】
　このガス検出状態では、センサ素子１０に接触する外気に一酸化炭素や硫化水素などの
検出対象ガスが含まれている場合には、その検出対象ガスが電解質１０Ｅと外気とを隔離
するガス透過膜（図示省略）を介して作用電極１０Ｗに供給されることにより、参照電極
１０Ｒに対して定電位に維持された作用電極１０Ｗ上において、検出対象ガスの酸化又は
還元反応が発生する。
　すると、作用電極１０Ｗと対向電極１０Ｃとの間には外気中の検出対象ガスの濃度に比
例した電解電流が流れ、それに伴って対向電極１０Ｃ上において、作用電極１０Ｗ上での
反応とは逆の還元又は酸化反応が発生することになる。
　よって、対向電極１０Ｃとの間で作用電極１０Ｗに生じる電解電流を計測することによ
り、外気中の検出対象ガスの有無やその濃度を検出することができる。
【００２５】
　ポテンショスタット回路２０は、参照電極１０Ｒをオペアンプ２１の反転入力部２１ａ
に接続する形態で、当該参照電極１０Ｒの電位を負帰還する負帰還回路として構成されて
いる。更に、対向電極１０Ｃをオペアンプ２１の出力部２１ｃに接続すると共に、作用電
極１０Ｗをオペアンプ２１の非反転入力部２１ｂに高位側分圧抵抗４２を介して接続して
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いる。これにより、ポテンショスタット回路２０は、上記ガス検出状態において、参照電
極１０Ｒに対する作用電極１０Ｗの電位差を所定のガス検出用電位差としての０ｍＶに維
持するように出力電圧を対向電極１０Ｃに出力するように構成されている。即ち、このガ
ス検出状態では、反転入力部２１ａと非反転入力部２１ｂとはオペアンプ２１のイマジナ
リショートにより同電位となることから、夫々に接続された参照電極１０Ｒと作用電極１
０Ｗとは同電位となる。
【００２６】
　尚、対向電極１０Ｃに断線や短絡などの異常が生じている場合には、このポテンショス
タット回路２０が正常に機能せず、参照電極１０Ｒに対する作用電極１０Ｗの電位差が所
定のガス検出用電位差に設定できない。そこで、ポテンショスタット回路２０を作動させ
てガス検出状態とした起動時等において、センサ出力が正常な値に収束しない場合には、
対向電極１０Ｃに異常が生じていると判定することができる。
【００２７】
　出力回路３０は、抵抗３２を介して出力部３１ｃを反転入力部３１ａに接続する形態で
、当該出力部３１ｃの出力電位を負帰還する負帰還回路として構成されている。更に、電
源５０をオペアンプ３１の非反転入力部３１ｂに接続すると共に、作用電極１０Ｗを反転
入力部３１ａに接続している。これにより、出力回路３０は、作用電極１０Ｗに流れる電
流の大きさを出力電圧の大きさとして出力部３１ｃから出力するように構成されており、
その出力電圧がＡ／Ｄコンバータ３５によりデジタル信号に変換された上でセンサ出力と
してＣＰＵ６０に入力される。
　尚、この出力回路３０では、反転入力部３１ａと非反転入力部３１ｂとはオペアンプ３
１のイマジナリショートにより同電位であることから、作用電極１０Ｗの電位は電源５０
と同じ電位になる。また、作用電極１０Ｗが接続された出力回路３０の反転入力部３１ａ
は、ポテンショスタット回路２０の非反転入力部２１ｂに高位側分圧抵抗４２を介して接
続されている。
【００２８】
　ＣＰＵ６０は、入力されたセンサ出力に基づいて外気中の検出対象ガスを検出するガス
検出処理部６１として機能する。そして、このガス検出処理部６１は、上述のように参照
電極１０Ｒに対する作用電極１０Ｗの電位差をガス検出用電位差に維持したガス検出状態
において、センサ素子１０の作用電極１０Ｗに生じた電解電流を出力回路３０のセンサ出
力として受け、そのセンサ出力から外気中の検出対象ガスの有無やその濃度を検出するよ
うに構成されている。
【００２９】
　以上がガスセンサ１００の基本構成であるが、このガスセンサ１００は、所定の電位変
更操作及び異常判定処理からなる異常判定方法を実行して、作用電極１０Ｗの断線や短絡
や劣化などの異常状態を簡単且つ合理的に判定することができるように構成されている。
以下、その詳細構成について、図１及び図２に基づいて説明を加える。
　尚、図２は、ガスセンサ１００により異常判定方法を実行した際におけるスイッチ４５
の状態変化（ａ）、及び出力回路３０のセンサ出力の状態変化（ｂ）を示すグラフ図であ
る。
【００３０】
　図１を参照して、ガスセンサ１００では、上述したようにポテンショスタット回路２０
の非反転入力部２１ｂと出力回路３０の反転入力部３１ａとが接続されており、更には、
参照電極１０Ｒと同電位であるポテンショスタット回路２０の非反転入力部２１ｂの電位
を、ガス検出処理部６１によるガス検出時のガス検出用電位からそれとは異なる異常判定
用電位に変更する電位変更操作を実行可能な電位変更回路４０を備える、そして、ＣＰＵ
６０が機能する電位変更操作部６２によりこの電位変更操作が実行される。
【００３１】
　電位変更回路４０は、ポテンショスタット回路２０の非反転入力部２１ｂの電位を出力
回路３０の反転入力部３１ａに対して低下させる分圧回路４１で構成されている。この分
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圧回路４１は、ポテンショスタット回路２０の非反転入力部２１ｂと出力回路３０の反転
入力部３１ａとの接続部に配置された高位側分圧抵抗４２と、ポテンショスタット回路２
０の非反転入力部２１ｂとグランドＧの接地電位との間に配置された低位側分圧抵抗４３
と、当該グランドＧとの接続を開閉可能な常開形のスイッチ４５とを有して構成されてい
る。
【００３２】
　このように構成された分圧回路４１では、上記ガス検出状態として外気中の検出対象ガ
スを検出するガス検出時においては、スイッチ４５が開状態とされる。
　即ち、ガス検出時において、分圧回路４１のスイッチ４５が開状態とされると、上述し
たように、参照電極１０Ｒに対する作用電極１０Ｗの電位差は、ガス検出用電位差である
０ｍＶに維持される。
【００３３】
　一方、異常状態を判定する異常状態判定時においては、電位変更操作部６２により電位
変更操作が実行されることで、スイッチ４５が開状態から閉状態へ切替えられる。
　即ち、異常状態判定時において、電位変更操作が実行されることで、図２（ａ）に示す
ように、分圧回路４１のスイッチ４５が開状態から閉状態に切替えられる。すると、高位
側分圧抵抗４２側から低位側分圧抵抗４３及びスイッチ４５を介してグランドＧ側へ電流
が流れることにより、これら分圧抵抗４２，４３の間の分圧電圧出力部４４の電位、即ち
ポテンショスタット回路２０の非反転入力部２１ｂの電位が低下する。そして、この非反
転入力部２１ｂの電位がオペアンプ２１のイマジナリショートにより参照電極１０Ｒが接
続された反転入力部２１ａと同電位であることから、参照電極１０Ｒの電位が低下するこ
とになる。
【００３４】
　例えば、電源５０の電位、即ち作用電極１０Ｗの電位がＶｏであり、高位側分圧抵抗４
２及び低位側分圧抵抗４３の抵抗値が夫々Ｒ１，Ｒ２であるとすると、スイッチ４５が開
状態とされるガス検出時では、参照電極１０Ｒの電位はＶｏに維持され、参照電極１０Ｒ
に対する作用電極１０Ｗの電位差はガス検出用電位差としての０ｍＶに維持される。そし
て、この状態から電位変更操作が実行されてスイッチ４５が閉状態へ切替えられたときに
は、参照電極１０Ｒの電位はＶｏ×Ｒ２／（Ｒ１＋Ｒ２）に低下し、参照電極１０Ｒに対
する作用電極１０Ｗの電位差は上記ガス検出用電位差（０ｍＶ）とは異なる異常判定用電
位差（Ｖｏ－Ｖｏ×Ｒ２／（Ｒ１＋Ｒ２））に変更されることになる。
【００３５】
　そして、ＣＰＵ６０は、上記のような電位変更操作の実行に伴うセンサ出力の挙動に基
づいて、作用電極１０Ｗの異常状態を判定する異常判定処理を実行する異常判定処理部６
３として機能する。
【００３６】
　即ち、この異常判定処理部６３は、作用電極１０Ｗの異常を判定する異常判定時におい
て、電位変更操作部６２を作動させて作用電極１０Ｗの参照電極１０Ｒに対する電位差を
ガス検出時のガス検出用電位差からそれとは異なる異常判定用電位差に変更させる。
　このとき、作用電極１０Ｗが正常状態である場合には、上記電位差変更操作に伴って作
用電極１０Ｗに生じる電流値の変化、即ち出力回路３０のセンサ出力の変化が、図２（ｂ
）に示すような予め想定される正常なものとなる。一方、作用電極１０Ｗが断線や短絡等
が生じている異常状態である場合には、上記電位差変更操作に伴って作用電極１０Ｗに生
じる電流値の変化、即ち出力回路３０のセンサ出力の変化が、上記正常なものとは乖離し
た異常なものとなる。そして、異常判定処理部６３は、上述のような作用電極１０Ｗの異
常な電流値の変化をセンサ出力の挙動として捉えるという簡単且つ合理的な方法により、
作用電極１０Ｗの異常状態を判定することができる。
【００３７】
　具体的に、図２（ｂ）に示すように、スイッチ４５を開状態から閉状態へ変化させて参
照電極１０Ｒに対する作用電極１０Ｗの電位差が変更される電位変更操作の開始時Ｔ１に
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おいて、作用電極１０Ｗが正常状態である場合には、参照電極１０Ｒに対する作用電極１
０Ｗの電位差の変更に伴って、作用電極１０Ｗから流れる電流値が変化して、その電流値
を示す出力回路３０のセンサ出力が電位変更操作の開始時Ｔ１前の値（ＡＤ０）を基準に
低下することになる。
【００３８】
　しかしながら、作用電極１０Ｗにおいて電流値の変化を阻害する断線や短絡のような異
常要因が生じている異常状態である場合には、参照電極１０Ｒに対する作用電極１０Ｗの
電位差が変更されたとしても、作用電極１０Ｗに流れる電流は０又は僅かとなることから
、出力回路３０のセンサ出力が電位変更操作の開始時Ｔ１前の値ＡＤ０から変化しない、
又は、変化した場合でもその変化幅が僅かとなる。
【００３９】
　そこで、異常判定処理部６３は、このような作用電極１０Ｗの断線や短絡の異常状態を
判定するための第１異常判定処理を実行するように構成されている。この第１異常判定処
理では、電位変更操作の開始時Ｔ１のセンサ出力の変化幅が所定の判定変化幅（即ちＡＤ
０からそれよりも低く設定された閾値ＡＤ１までの幅）以下となった場合、即ち、電位変
更操作の開始時Ｔ１後において、作用電極１０Ｗが正常状態であれば低下するはずのセン
サ出力が所定の閾値ＡＤ１を下回らなかった場合には、作用電極１０Ｗに断線や短絡等が
生じている異常状態であると判定することができる。
【００４０】
　更に、図２（ｂ）に示すように、スイッチ４５を閉状態から開状態に変化させた電位変
更操作の終了時Ｔ２後において、作用電極１０Ｗが正常状態である場合には、当該電位変
更操作の終了により参照電極１０Ｒに対する作用電極１０Ｗの電位差が急激に０ｍＶ（ガ
ス検出用電位差）に復帰すると、作用電極１０Ｗの電流が一時的な逆流を伴って停止され
る。すると、その電流値を示す出力回路３０のセンサ出力が電位変更操作の終了時Ｔ２後
において、一時的にオーバーシュートした後に、電位変更操作の開始時Ｔ１前の値ＡＤ０
付近の正常範囲内に収束することになる。
【００４１】
　しかしながら、作用電極１０Ｗにおいて電流値の復帰（正常範囲内への収束）を阻害す
る劣化のような異常要因が生じている異常状態である場合には、参照電極１０Ｒに対する
作用電極１０Ｗの電位差が０ｍＶ（ガス検出用電位差）に復帰したとしても、作用電極１
０Ｗから流れる電流はその電位差の復帰に迅速に追従しない場合がある。
【００４２】
　そこで、異常判定処理部６３は、このような作用電極１０Ｗの劣化の異常状態を判定す
る第２異常判定処理を実行するように構成されている。即ち、この第２異常判定処理では
、電位変更操作の終了時Ｔ２後の判定時Ｔ３までの判定時間ｔ内にセンサ出力が所定の正
常範囲内（即ち電位変更操作の開始時Ｔ１前の値ＡＤ０を中心に設定された下限値ＡＤ２
から上限値ＡＤ３までの範囲内）に収束しない場合に、作用電極１０Ｗに劣化等が生じて
いる異常状態であると判定することができる。
【００４３】
〔別実施形態〕
（１）上記実施形態では、１個のセンサ素子１０を備えた構成を説明したが、例えば複数
種の検出対象ガスを検出する場合には、夫々の検出対象ガスに対応させて、センサ素子１
０及びそれに接続される各種回路２０，３０、４０等を複数配置しても構わない。また、
この場合には、夫々の電位変更回路４０の一部又は全部を共有化することができ、例えば
、電位変更回路４０を分圧回路４１として構成する場合には、低位側分圧抵抗４３及びス
イッチ４５を共有化して、夫々の分圧回路４１における分圧電圧出力部４４を、共有化し
た定位側分圧抵抗４３のスイッチ４５とは反対側に接続すれば、その共有化したスイッチ
４５を開状態から閉状態へ切替える形態で、夫々のセンサ素子１０の参照電極１０Ｒの電
位をガス検出用電位からからそれとは異なる異常判定用電位に変更する電位変更操作を行
うことができる。
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（２）上記実施形態では、電位変更操作において、参照電極１０Ｒの電位を低下させる形
態で変更したが、別に、参照電極１０Ｒの電位を上昇させる形態で変更しても構わない。
尚、このように参照電極１０Ｒの電位を上昇させる場合には、図１において、スイッチ４
５の低位側分圧抵抗４３とは反対側の端子を、グランドＧに接地させるのではなく、作用
電極１０Ｗの電位、即ち電源５０の電位よりも高い電位に接続することで可能となる。
【００４５】
（３）上記実施形態では、ガス検出時の作用電極１０Ｗの参照電極１０Ｒに対する電位差
であるガス検出用電位差を０ｍＶに設定したが、検出対象ガスの種類によっては酸化電位
又は還元電位が異なることから、このガス検出用電位差をガス種に適したものに適宜設定
することができ、これにより、選択的な検出対象ガスの検出が可能となる。
【００４６】
（４）上記実施形態では、参照電極１０Ｒの電位、即ちポテンショスタット回路２０の非
反転入力部２１ｂの電位を変更する電位変更操作を分圧回路４０によって実行したが、他
の形式の電位変更回路によって参照電極１０Ｒの電位を変更しても構わない。
【００４７】
（５）上記実施形態では、作用電極１０Ｗの異常状態を判定する異常判定処理として、参
照電極１０Ｒの電位を変更する電位変更操作の開始時Ｔ１のセンサ出力の変化幅が所定の
判定変化幅（ＡＤ０～ＡＤ１の幅）以下となった場合に、作用電極１０Ｗが異常状態であ
ると判定する第１異常判定処理と、同電位変更操作の終了時Ｔ２後のセンサ出力が所定の
判定時間ｔ内に所定の正常範囲内（下限値ＡＤ２～上限値ＡＤ３の範囲内）に収束しない
場合に、作用電極１０Ｗが異常状態であると判定する第２異常判定処理とを実行するよう
に構成したが、電位変更操作の実行時におけるセンサ出力の上記とは別の挙動を正常時と
比較することにより、作用電極１０Ｗの異常状態を判定しても構わない。
【符号の説明】
【００４８】
１０　　　センサ素子
１０Ｃ　　対向電極
１０Ｅ　　電解質
１０Ｒ　　参照電極
１０Ｗ　　作用電極
２０　　　ポテンショスタット回路
２１ａ　　反転入力部
２１ｂ　　非反転入力部
２１ｃ　　出力部
３０　　　出力回路
３１ａ　　反転入力部
３１ｂ　　非反転入力部
３１ｃ　　出力部
４０　　　電位変更回路
４１　　　分圧回路
４２　　　高位側分圧抵抗
４３　　　低位側分圧抵抗
４５　　　スイッチ
６１　　　ガス検出処理部
６２　　　電位変更操作部
６３　　　異常判定処理部
１００　　定電位電解式ガスセンサ
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